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Abstract
Japan has been a proponent of strengthening disciplines on anti-

dumping（AD）measures, including the introduction of the manda-

tory lesser duty rule（LDR）, having been the subject of a large

number of them while it has invoked a small number of them. How-

ever, Japan neither has the mandatory LDR nor has applied the

LDR to its AD measures. Given that the EU has implemented a cer-

tain number of AD measures with the application of the LDR, Ja-

pan may have some AD cases to which the LDR could be applied.

With a view to removing the contradiction between its argument

and practice, and for the sake of national interest, Japan is ex-

pected to implement the AD measures with the application of the

LDR.
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はじめに

日本は，不当廉売関税／アンチダンピング関税（anti-dumping duties）

措置（以下，「AD措置」）について，発動件数よりも被発動件数の方が圧倒

的に多く，AD措置の濫用防止を図るための規律強化を国際場裡において主

張してきている。当該主張の一つとして，レッサー・デューティ・ルール

（lesser duty rule，以下「LDR」）の義務化があるが，日本の関係法令にお

いてLDRは義務規定となっておらず，実務においてもLDRを適用したAD

措置発動事例はない。このような日本の現状は，現行のWTO協定の規定と

は整合的なものであるが，対外的な主張と齟齬が生じていることは否定しえ

ない。

また，公表されている日本のAD措置に関する調査報告書においては損害

マージンが明示されておらず，日本において実際にLDR適用対象となる事

案があったか否か（LDR不適用により国内産業の保護・救済が過大となっ

ている事案があるか否か）を確認することはできない。そこで，EUにおけ

るAD措置発動事案におけるLDR適用状況を確認することにより，日本に

おける潜在的なLDR適用事案の有無等を考察するうえでの示唆を得ること

としたい。

本稿では，まず１. においてAD措置を含む貿易救済（trade remedies）

措置（以下，「TR措置」）について概観し，TR措置の中で最も多く利用さ

れているのがAD措置であることを確認する。次に２. においてAD措置の

状況をより詳しく見た後，３. においてAD措置の規律強化に向けた動きを

紹介したうえで，規律強化策の一つであるLDRの適用状況を概観する。そ

して４. において義務的なLDR規定を有するEUにおけるLDR適用状況を

確認し，そこから得られる日本におけるLDR適用に係る示唆を５. におい

て結語として提示する。
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１ European Commission,“Trade defence”<https://policy.trade.ec.europa.eu/en-
forcement-and-protection/trade-defence_en>（最終閲覧日：２０２２年１２月１３日）

２ https://www.customs.go.jp/tokusyu/houreiguideline.htm（最終閲覧日：２０２２年
１２月１３日）

－関税定率法第９条
－緊急関税等に関す
る政令

－関税定率法第７条
－相殺関税に関する
政令

－関税定率法第８条
－不当廉売関税に関
する政令

日本国内法令

－GATT第１９条
－セーフガードに関
する協定（SG協
定）

－GATT第６条
－補助金及び相殺措
置に関する協定
（SCM協定）

－GATT第６条
－１９９４年のGATT
第６条の実施に関
する協定（AD協
定）

WTO協定
SG措置CVD措置AD措置

表１ TR措置の根拠規定

（出所）税関HP「関係法令・ガイドライン」２を基に筆者作成。

１．TR措置について

１.１ TR措置とは

WTO協定上，WTO加盟国・地域は，他のWTO加盟国・地域からの輸入

品に対して譲許税率を超える輸入関税を課すことを，原則として認められて

いない。しかしながら，特別の事情がある場合には，国内産業を保護・救済

するために，貨物・供給者・供給国等を指定して，通常の関税のほかに割増

関税を課すことが認められており，当該課税措置はTR措置と呼ばれてい

る。なお，EUでは，“trade defence”という名称が使われている１。

TR措置としては，AD措置のほかに，相殺関税（countervailing duties）

措置（以下，「CVD措置」）及び緊急関税／セーフガード（safeguards）措

置（以下，「SG措置」）が挙げられる。これらのTR措置のWTO協定及び日

本の国内法令における根拠規定は，表１のとおりである。

これらのTR措置は，いずれも，外国から輸入される貨物によって深刻な
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３ 例えば，国内産業の損害（injury）要件について，AD措置及びCVD措置では「実
質的な損害（material injury）」であるのに対して，SG措置では「重大な損害（se-
rious injury）」となっている。また，SG措置の発動には輸出国との事前協議や補
償についての協議を要するが，AD措置及びCVD措置についてはそのような協議は
不要。

損害を受けている（または損害を受けるおそれがある）輸入国内の産業の保

護・救済を目的とするものであるが，AD措置は正常価格（輸出国内におけ

る販売価格等）よりも低い価格（不当廉売価格／ダンピング価格）で輸出販

売された輸入貨物による損害，CVD措置は輸出国の補助金を受けた輸入貨

物による損害という不公正な貿易取引に起因する損害から国内産業を保護・

救済するものであるという共通性を有するのに対して，SG措置は予想され

なかった事情の変化により増加した輸入貨物による損害からの国内産業の保

護・救済を図るもので，貿易取引の公正性を問わないという点で性質を異に

している。また，措置発動の要件や手続について，AD措置とCVD措置に

は多くの共通点・類似点があるのに対して，両措置とSG措置には相違点が

見られる３。このため，SG措置については他の２つの措置とは別に扱われる

こともあるが，これら３つの措置に関するWTOの委員会（AD委員会，SCM

委員会，SG委員会）の会合は，年２回（春と秋），同じ週に開催されてい

る。

１.２ TR措置の活用状況

表２及び表３のとおり，TR措置のうち，世界的に最も活用されているの

がAD措置である。WTOが設立された１９９５年から２０２１年末までの累計で，

WTO加盟国・地域によるTR措置全体の新規調査開始件数は７,５５２件，新規

発動件数は４,９５０件であるが，そのうちAD措置が占める割合は新規調査開

始件数で８６.０％，新規発動件数で８８.１％となっている。

推移について見ると，AD措置が占める割合は，１９９５年代後半及び２０００年

代に比して２０１０年代以降は低下しているが，直近の２年間（２０２０年～２０２１年）
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４,９５０４８０１,０６７７７６７３４１,１１５７７８
TR措置全体

７,５５２６４６１,４７２１,３０１１,１３４１,６１１１,３８８
２０６２２４５４０３４５１１４

SG措置
４０８３１８２９７６３１００３５
３８５６５１２０６２２９６３４６

CVD措置
６５１７４１９７１３５６９７７９９
４,３５９３９３９０２６７４６７１１,００１７１８

AD措置
６,４９３５４１１,１９３１,０６９１,００２１,４３４１,２５４

１９９５-
２０２１

２０２０-
２０２１

２０１５-
２０１９

２０１０-
２０１４

２００５-
２００９

２０００-
２００４

１９９５-
１９９９

措置

表２ TR措置の推移：件数
（上段：新規調査開始件数，下段：新規発動件数）

（出所）WTO,“Anti-dumping Initiations by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”,“Anti-dumping Measures by Reporting Member ０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”,“Countervailing Initiations by Reporting Member０１/０１/１９９５-３１/１２/
２０２１”,“Countervailing Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３１/１２/
２０２１”,“Safeguard Initiations by Reporting Member, Period:０１/０１/１９９５ to
３１/１２/２０２１”及び“Safeguard Measures by Reporting Member, Period:０１/
０１/１９９５ to３１/１２/２０２１”を基に著者作成。

１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０
TR措置全体

１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０１００.０
４.２４.６４.２５.２４.６４.６１.８

SG措置
５.４４.８５.６７.５５.６６.２２.５
７.８１３.５１１.２８.０４.０５.７５.９

CVD措置
８.６１１.５１３.４１０.４６.１４.８７.１
８８.１８１.９８４.５８６.９９１.４８９.８９２.３

AD措置
８６.０８３.７８１.０８２.２８８.４８９.０９０.３

１９９５-
２０２１

２０２０-
２０２１

２０１５-
２０１９

２０１０-
２０１４

２００５-
２００９

２０００-
２００４

１９９５-
１９９９

措置

表３ TR措置の推移：割合
（上段：新規調査開始件数割合（％），下段：新規発動件数割合（％））

（出所）WTO,“Anti-dumping Initiations by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”,“Anti-dumping Measures by Reporting Member ０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”,“Countervailing Initiations by Reporting Member０１/０１/１９９５-３１/１２/
２０２１”,“Countervailing Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３１/１２/
２０２１”,“Safeguard Initiations by Reporting Member, Period:０１/０１/１９９５ to
３１/１２/２０２１”及び“Safeguard Measures by Reporting Member, Period:０１/０１
/１９９５to３１/１２/２０２１”を基に著者作成。
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４ 調査は通常１年程度を要するので，各期間における調査開始件数と措置発動件数

との差が措置不発動件数と一致するわけではない。

でも新規調査開始件数及び新規発動件数のいずれについても８割以上を占め

ている。

２．AD措置の状況

２.１ AD措置適用国・地域の状況

同じく１９９５年から２０２１年末までの期間におけるWTO加盟国・地域による

AD措置の新規調査開始件数及び新規発動件数は，それぞれ表４及び表５の

とおりである４。

当該期間中の累計で，AD措置の新規調査開始件数及び新規発動件数のい

ずれについても，１位がインドで，２位が米国，３位がEUとなっている

が，２０１５年以降，インド及び米国については件数が増加傾向となっているの

に対して，EUについてはそのような傾向は見られない。EUは，１９９０年代

後半（１９９５年～１９９９年）においては，AD措置の新規調査開始件数及び新規

発動件数のいずれについてもインド及び米国を上回っていたが，その後は一

貫して減少傾向となっている。なお，EUによるAD措置の減少理由の一つ

として，かつてAD措置の対象国となっていた東欧諸国がEUに加盟したこ

とにより対象国とならなくなったことが挙げられるが，ポーランド，チェコ，

ハンガリー等１０ヵ国が新たに加盟してEUが１５ヵ国体制から２５ヵ国体制と

なったのは２００４年であり，以後の新規加盟国はルーマニア（２００７年），ブル

ガリア（２００７年）及びクロアチア（２０１３年）の３ヵ国だけであることに鑑み

ると，その他の要因の働きがあると考えられる。

日本は，新規調査開始件数，新規発動件数ともに低い水準に留まっている。
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６,４９３５４１１,１９３１,０６９１,００２１,４３４１,２５４全 体
１７３６２４２０日本３０
２４１１２４９３６５５７６１３トルコ１０
２５１１７３１７３７４５１３２南アフリカ９
２７７３０５１４５１８７７５６カナダ８
２９２４７０４０６９１０４５中国（注）７
３７５２４６２７９３５７２１０３豪州６
４０９２１７３５８７３９２９２アルゼンチン５
４３８２０４９１８９６４４８６８ブラジル４
５４４２３５３６３１０２１１７１８６EU３
８４１１１３２０１８７８４２２２１３４米国２
１,１０１１２２２３９１４８１９２２６８１３２インド１

１９９５-
２０２１

２０２０-
２０２１

２０１５-
２０１９

２０１０-
２０１４

２００５-
２００９

２０００-
２００４

１９９５-
１９９９

調査国・地域順
位

表４ AD措置新規調査開始件数の推移：調査国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Initiations by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”を基に著者作成。順位は１９９５年から２０２１年までの累計数による。

（注）中国のWTO加盟は２００１年１２月１１日。

４,３５９３９３９０２６７４６７１１,００１７１８全 体
１５２６０４２１日本２７
１４７１０３８１７１４２７４１メキシコ１０
１７６８４６４０１４３９２９豪州９
１８５２５４１２７１２４６３４カナダ８
２０２３３６３０５６６５１２トルコ７
２６３３１５６４６６８５７５中国（注）６
２７２６６９９４３９３４３０ブラジル５
２８８２１４０５０４１７０６６アルゼンチン４
３５１１９３３３２６９９１１０７EU３
６０５１０３１５６５７６５１１８１０６米国２
７６８６１１７３１１５１１９２３８６２インド１

１９９５-
２０２１

２０２０-
２０２１

２０１５-
２０１９

２０１０-
２０１４

２００５-
２００９

２０００-
２００４

１９９５-
１９９９

発動国・地域順
位

表５ AD措置新規発動件数の推移：発動国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”を基に著者作成。順位は１９９５年から２０２１年までの累計数による。

（注）中国のWTO加盟は２００１年１２月１１日。



50 経 営 と 経 済

６,４９３５４１１,１９３１,０６９１,００２１,４３４１,２５４全 体
１８９２４４０２８４３３３２１マレーシア１０
１９５２２３７１７２１５１４７ロシア（注３）９
２３８８４３３４２８６４６１日本８
２４２２４３５２７４９５９４８インドネシア７
２５６１７４３４６５０５７４３タイ６
２６２２１４９４７３７６０４８インド５
３１７１９３２６２５２７４７８米国４
３３３１８４９６６５５８３６２台湾（注２）３
４８３３６９７８５５２１１０１０３韓国２
１,５２７１３３３４１２９４３４４２５０１６５中国（注１）１

１９９５-
２０２１

２０２０-
２０２１

２０１５-
２０１９

２０１０-
２０１４

２００５-
２００９

２０００-
２００４

１９９５-
１９９９

調査対象
国・地域

順
位

表６ AD措置新規調査開始件数の推移：調査対象国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Initiations by Exporter０１/０１/１９９５-３０/０６/２０２２”を
基に著者作成。順位は１９９５年から２０２１年までの累計数による。

（注１）中国のWTO加盟は２００１年１２月１１日。
（注２）台湾のWTO加盟は２００２年１月１日。
（注３）ロシアのWTO加盟は２０１２年８月２２日。

２.２ AD措置適用対象国・地域の状況

同じくWTOが設立された１９９５年から２０２１年末までの期間における，AD

措置の新規調査及び新規発動の対象となったWTO加盟国・地域の状況は，

表６及び表７のとおりである。

当該期間中の累計で，AD措置の対象となっている国・地域としては，新

規調査開始件数及び新規発動件数のいずれについても，１位が中国で，２位

が韓国，３位が台湾となっているが，中国の件数が突出しており，新規調査

開始件数，新規発動件数ともに２位韓国の３倍以上となっている。

日本も多くのAD措置の対象となっているが，件数としては新規調査開始

件数及び新規発動件数のいずれについても米国やタイを下回っている。
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４,３５９３９３９０２６７４６７１１,００１７１８全 体
１１７１９２５１６２３１８１６マレーシア１０
１４３１３２４１１１６３８４１ロシア（注３）９
１５８１７２７２５３３３９１７インドネシア８
１６２１７３６２０２７３６２６インド７
１７２５３３２３２２５３３６日本６
１７５１０３７３４３１４２２１タイ５
１９９８２９４０３８４３４１米国４
２２５１３３８４５３８５８３３台湾（注２）３
３１５２６７５４８３９８３４４韓国２
１,１３６１００２７５２２１２３６１８２１２２中国（注１）１

１９９５-
２０２１

２０２０-
２０２１

２０１５-
２０１９

２０１０-
２０１４

２００５-
２００９

２０００-
２００４

１９９５-
１９９９

発動対象
国・地域

順
位

表７ AD措置新規発動件数の推移：発動対象国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Exporter０１/０１/１９９５-３０/０６/２０２２”を基
に著者作成。順位は１９９５年から２０２１年までの累計数による。

（注１）中国のWTO加盟は２００１年１２月１１日。
（注２）台湾のWTO加盟は２００２年１月１日。
（注３）ロシアのWTO加盟は２０１２年８月２２日。

２.３ 日本の状況

これまで見てきたとおり，AD措置について日本は適用件数よりも被適用

件数の方が極めて大きくなっている。WTOが設立された１９９５年から２０２１年

末までの累計で，AD措置の新規調査開始件数については客体（調査対象国）

となった件数（２３８件）が主体（調査国）となった件数（１７件）の１４倍，AD

措置の新規発動件数については客体（発動対象国）となった件数（１７２件）

が主体（発動国）となった件数（１５件）の１１倍超となっている。WTO設立

当初の１０年間（１９９５年から２００４年）で見ると，新規調査開始件数については

６０倍超，新規発動件数については約３０倍という著しい格差が存在していた

が，２０１０年代の１０年間（２０１０年から２０１９年）では，新規調査開始件数につい

ては約１０倍，新規発動件数については約１１倍となっており，その差は縮小し

てきている。ただし，AD措置について，日本は主として発動対象国（被発
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１７全 体
１台湾３
１スペイン３
１南アフリカ３
１インドネシア３
１豪州３
５韓国２
７中国１

１９９５-２０２１調査対象国・地域順位

表８ 日本のAD措置新規調査開始件数：調査対象国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Initiations: Reporting Member vs Exporter０１/０１/
１９９５-３０/０６/２０２２”を基に著者作成。

１５全 体
１台湾３
１スペイン３
１南アフリカ３
１パキスタン３
１豪州３
４韓国２
６中国１

１９９５-２０２１発動対象国・地域順位

表９ 日本のAD措置新規発動件数：発動対象国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures: Reporting Member vs Exporter０１/０１/
１９９５-３０/０６/２０２２”を基に著者作成。

動国）の立場にあるという状況に変わりはない。

なお，表８及び表９のとおり，日本によるAD措置の新規調査開始対象国

及び新規発動対象国はほとんどが中国及び韓国となっている。これに対し

て，日本に対するAD措置の新規調査開始国及び新規発動国は，表１０及び表

１１のとおり，いずれも１位が中国，２位がインド，３位が米国となっており，

これら３ヵ国が占める割合が６割を超えている。
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２３８全 体
４タイ１０
４パキスタン１０
４インドネシア１０
５台湾８
５カナダ８
６マレーシア７
１０EU６
１１豪州５
２２韓国４
４５米国３
４６インド２
５３中国１

１９９５-２０２１調査国・地域順位

表１０ 日本に対するAD措置新規調査開始件数：調査国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Initiations: Reporting Member vs Exporter０１/０１/
１９９５-３０/０６/２０２２”を基に著者作成。

１７２全 体
３ベネズエラ１０
３エジプト１０
４メキシコ９
５カナダ７
５アルゼンチン７
８EU５
８豪州５
１８韓国４
３０米国３
３２インド２
４４中国１

１９９５-２０２１発動国・地域順位

表１１ 日本に対するAD措置新規発動件数：発動国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures: Reporting Member vs Exporter０１/０１/
１９９５-３０/０６/２０２２”を基に著者作成。
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５ Negotiating Group on Rules（２０１１）,“Communication from the Chairman”,
TN/RL/W/２５４,２１April２０１１.

６ 経済産業省（２０２２）「２０２２年版不公正貿易白書」３０２頁

７ 日本のほか，ブラジル，チリ，コロンビア，コスタリカ，香港，イスラエル，韓

国，メキシコ，ノルウェー，シンガポール，スイス，台湾，タイ，トルコの計１５ヵ

国・地域

３．AD措置の規律強化

３.１ ドーハ・ラウンド交渉における交渉状況

AD措置は，外国企業の不公正な貿易取引により損害を被っている国内産

業を救済するという正当な政策目的を達成するための手段であり，WTO協

定上の発動要件が認められる場合に発動すること自体は何ら批判を受けるべ

きものではない。しかしながら，AD措置については，本来の目的を逸脱し，

過度に保護主義的な運用が行われるおそれを有しており，実際にそのような

運用が行われているとの批判がなされている。これまで見てきたように（表

２及び表３参照），TR措置の中でAD措置が突出して多く利用されていると

いうことも，この批判を裏付けるものとなっている。

AD措置に対する規律については，ウルグアイ・ラウンド交渉において一

定の強化が図られたところではあるが，２００１年１１月に開始されたWTOの

ドーハ・ラウンド交渉においても，いわゆるルール交渉（２００２年３月に第１

回交渉会合開催）の中で，AD措置に対する規律強化（AD協定の改正）が

議題とされているが，当該AD協定改正交渉は２０１１年４月に議長テキスト５

が発出されて以降，会合そのものが開催されておらず６，交渉開始後２０年を

経過しても具体的な成果を生むに至っていない。なお，当該AD協定改正交

渉の詳細な経緯は，２０１６年版不公正貿易報告書（３３９-３４３頁）に整理されて

いるところ，本稿では立ち入らないが，日本は２０００年１０月にAD規律強化を

重視する「ADフレンズ７」というグループを立ち上げ，交渉開始に貢献した

ほか，交渉においてもADフレンズとして論点の提示や詳細な改正提案を行



日本の不当廉売関税／アンチダンピング関税措置の現状に関する一考察
～レッサー・デューティ・ルール（LDR）の適用に向けて～ 55

８ 経済産業省（２０１６）「２０１６年版不公正貿易白書」３３９頁

９.１ ダンピング防止税を課するためのす
べての要件が満たされた場合にこれを課
するか課さないかの決定及び課すべきダ
ンピング防止税の額をダンピングの価格
差に相当する額とするか又は当該相当す
る額よりも少ない額とするかの決定は，
輸入加盟国の当局によって行われる。ダ
ンピング防止税の賦課は，すべての加盟
国の領域において裁量行為であることが
望ましく，また，ダンピングの価格差に
相当する額よりも少ない額のダンピング
防止税の賦課が国内産業に対する損害を
除去するために十分である場合には，ダ
ンピング防止税の額は，その少ない額で
あることが望ましい。

９.１The decision whether or not to im-
pose an anti-dumping duty in cases
where all requirements for the imposi-
tion have been fulfilled, and the deci-
sion whether the amount of the anti-
dumping duty to be imposed shall be
the full margin of dumping or less,
are decisions to be made by the
authorities of the importing Member.
It is desirable that the imposition be
permissive in the territory of all Mem-
bers, and that the duty be less than
the margin if such lesser duty would
be adequate to remove the injury to
the domestic industry.

第九条 ダンピング防止税の賦課及び徴
収

Article９ Imposition and Collection of
Anti-Dumping Duties

和 文英 文

表１２ AD協定におけるLDR規定

（注）下線は著者。和文は平成６年条約第１５号及び外務省告示第７４９号による。

うなど，主導的な役割を果たしたとされている８。ただし，日本におけるAD

措置に関する法令及び運用実務は，後記３.３のとおり，改正提案の内容と

必ずしも合致していない。

３.２ LDRの義務規定化

AD措置に対する規律強化を目的としたAD協定の改正提案の一つとし

て，LDRの義務規定化がある。LDRとは，AD措置の発動要件が充足され

ている場合であっても，不当廉売差額／ダンピング・マージン（以下，

「DM」）よりも低額のAD措置によって国内産業の損害を除去することがで

きるのであれば，発動するAD措置はDM相当額ではなく当該低額に止める

というものである。現行のAD協定では，LDRは表１２のとおり任意規定と
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９.１ ダンピング防止税を課するためのす
べての要件が満たされた場合にこれを課
するか課さないかの決定及び課すべきダ
ンピング防止税の額をダンピングの価格
差に相当する額とするか又は当該相当す
る額よりも少ない額とするかの決定は，
輸入加盟国の当局によって行われるが，
ダンピング防止税の賦課はすべての加盟
国の領域において裁量行為とし，また，
ダンピングの価格差に相当する額よりも
少ない額のダンピング防止税の賦課が国
内産業に対する損害を除去するために十
分である場合には，ダンピング防止税の
額は，その少ない額とする。

９.１The decision whether or not to im-
pose an anti-dumping duty in cases
where all requirements for the imposi-
tion have been fulfilled, and the deci-
sion whether the amount of the anti-
dumping duty to be imposed shall be
the full margin of dumping or less,
are decisions to be made by the
authorities of the importing Member.,
provided that the imposition shall be
permissive in the territory of all Mem-
bers, and the duty shall be less than
the margin if such lesser duty would
be adequate to remove the injury to
the domestic industry.

第九条 ダンピング防止税の賦課及び徴
収

Article９ Imposition and Collection of
Anti-Dumping Duties

和 文英 文

表１３ AD協定におけるLDR規定改正（義務化）提案

（注）英文下線は原文のとおり。和文下線部は著者による仮訳。

９ Negotiating Group on Rules（２００８）,“Lesser Duty Rule, Communication from
Brazil; Chile; Colombia; Costa Rica; Hong Kong, China; Israel; Japan; Korea,
Rep. of; Norway; Singapore; Switzerland; the Separate Customs Territory of
Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu; and Thailand, TN/RL/W/２２４,１２March
２００８.
１０ 前掲注５.

なっている。

このLDR規定に関しては，２００８年３月に，日本を含む１３ヵ国・地域によっ

て義務規定化を求める共同文書９がルール交渉グループに提出されている。

提案された修正テキストは表１３の下線部のとおりである。

なお，２０１１年４月に出された議長テキスト１０では，第９.１条は現行協定の規

定のままで上記の改正案は反映されておらず，ブラケットにおいて，多くの

代表団が義務的なLDR規定を含めることを強く支持しているが，他の代表

団は同等の信念をもって反対している旨の説明がなされている。



日本の不当廉売関税／アンチダンピング関税措置の現状に関する一考察
～レッサー・デューティ・ルール（LDR）の適用に向けて～ 57

３.３ 日本におけるLDRの適用

日本のAD措置の根拠法である関税定率法の規定は次のとおりであり，

LDRの適用は任意となっている（下線は著者。）。

第八条 不当廉売（貨物を，輸出国における消費に向けられる当該

貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準

ずるものとして政令で定める価格（以下この条において「正常

価格」という。）より低い価格で輸出のために販売することを

いう。以下この条において同じ。）された貨物の輸入が本邦の

産業（不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の

産業に限る。以下この条において同じ。）に実質的な損害を与

え，若しくは与えるおそれがあり，又は本邦の産業の確立を実

質的に妨げる事実（以下この条において「本邦の産業に与える

実質的な損害等の事実」という。）がある場合において，当該

本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは，政

令で定めるところにより，貨物，当該貨物の供給者又は供給国

及び期間（五年以内に限る。）を指定し，当該指定された供給

者又は供給国に係る当該指定された貨物（以下この条において

「指定貨物」という。）で当該指定された期間内に輸入される

ものにつき，別表の税率による関税のほか，当該貨物の正常価

格と不当廉売価格との差額に相当する額（以下この条において

「不当廉売差額」という。）と同額以下の関税（以下この条に

おいて「不当廉売関税」という。）を課することができる。

この関税定率法第８条第１項の規定は，現行のAD協定とは整合的では

あるが，WTOルール交渉における日本の立場とは合致していない。また，

WTOが設立された１９９５年から２０２１年末までの期間における日本のAD措置

新規発動事例は表９のとおり１５件あるが，すべてDM（不当廉売差額）相当
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１１ 柴山（２０２０）では，電解二酸化マンガンに対するAD措置事案（２００８年発動）に
おいてLDRが初めて適用され，それ以降，日本においてLDRの適用が常態化して
いる旨の記述がある。これは，実際に発動されたAD措置の税率が，調査において
算出されたDM率よりも低いことをもってLDRが適用されたと判断したものと解
されるが，日本においてAD措置の税率がDM率よりも低くなっているのは，DM
率はDM（不当廉売差額）を輸出価格で除して算出されているのに対して，税率は
DM（不当廉売差額）を課税標準となる輸入価格（CIF価格）で除しているためで
あり，LDRの適用によるものではない。なお，EUでは，DM率も輸入価格（CIF
価格）を分母として算出していることから，LDR不適用の場合にはDM率とAD措
置の税率が一致する。

１２ 前掲注９.

額での課税となっており，LDRを適用してDM（不当廉売差額）相当額よ

りも低い額をもってAD措置を発動した例はない１１。

なお，日本のAD措置に関する調査報告書（公開版）においては損害マー

ジンが明示されていないことから，各発動事例がLDRの適用対象となるも

のであったか否かは不明である。また，（適用対象であった場合に）LDR不

適用による過剰な保護・救済の程度を確認することもできない。

３.４ 他国・地域におけるLDRの適用

２００８年３月のLDR義務規定化を求める共同提案文書１２では，既に多くの

WTO加盟国・地域（A significant number of Members）がLDRを適用し

ているとして，アルゼンチン，豪州，ブラジル，EC，インド，NZ，トルコ

が例示されている。NZ以外は，いずれもAD措置を積極的に活用している

国・地域である点が興味深い（表４及び表５参照。）。

次に，日本における潜在的なLDR適用対象事例の有無等を考察する一助

として，これらのLDR適用国・地域のうち，日本と同水準の経済発展段階

にあり，義務的なLDR規定を有しているEUについて，LDR適用状況を見

ていくことにする。
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１３ Regulation（EU）２０１６/１０３６of the European Parliament and of the Council of
８June２０１６on protection against dumped imports from countries not members
of the European Union,（OJ L１７６,３０.６.２０１６, p.２１）.

１４ Council Regulation（EC）No１２２５/２００９ of３０ November ２００９ on protection
against dumped imports from countries not members of the European Commu-
nity（OJ L３４３,２２.１２.２００９, p.５１）.

１５ Regulation（EU）２０１７/２３２１of the European Parliament and of the Council of
１２December２０１７,（OJ L３３８,１９.１２.２０１７, p.１）.

１６ Regulation（EU）２０１８/８２５of the European Parliament and of the Council of
３０May２０１８,（OJ L１４３, ７.６.２０１８, p.１）.

４. （略）
The amount of the anti-dumping duty
shall not exceed the margin of dump-
ing established but it should be less
than the margin if such lesser duty
would be adequate to remove the in-
jury to the Union industry.

４.（略）The amount of the anti-dump-
ing duty shall not exceed the margin
of dumping established but it should
be less than the margin if such lesser
duty would be adequate to remove the
injury to the Community industry.

Article ９ Termination without meas-
ures; imposition of definitive duties

Article ９ Termination without meas-
ures; imposition of definitive duties

基本AD規則（２０１６年）旧規則（２００９年）

表１４ EU規則におけるLDR規定の比較

（注）下線は著者。

４．EUにおけるLDRの適用

４.１ 根拠法令

EUにおけるAD措置の現在の根拠法令は，２０１６年に公布・施行された基

本AD規則１３であり，LDRの適用については義務的な規定となっているが，

LDRに関する規定は当該規則によって廃止された旧規則１４（２００９年に公布・

施行）から基本的に変わっていない（表１４参照）。

なお，基本AD規則は２０１７年１５及び２０１８年１６に改正されているが，２０１８年

の改正ではLDRに関する第９条第４項の規定も修正され，輸出国において
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１７ 原材料に関する歪み（distortions on raw materials）としては，二重価格制度，
輸出税，輸出数量制限，最低輸出価格等が挙げられている。

１８ 当該改正が施行された２０１８年６月以降に調査が開始された事案が対象。

１９ European Commission（２０２２）,“Report from the Commission to the European
Parliament and the Council,４０th Annual Report from the Commission to the
European Parliament and the Council on the EU’s AntiDumping, AntiSubsidy
and Safeguard activities and the Use of Trade Defence Instruments by Third
Countries targeting the EU in２０２１”, COM（２０２２）４７０final,１９.９.２０２２, p.９.

２０ Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/２０１２ of１７November２０２１
imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provi-
sional duty imposed on imports of stainless steel cold-rolled flat products origi-
nating in India and Indonesia,（OJ L４１０,１８.１１.２０２１, p.１５３）.

５１.４％３６.４％６２.５％７５.０％６６.７％４５.５％LDR適用率
１９４*５３２５うちLDR適用件数
３７１１８４３１１確定措置発動件数

２０１７-
２０２１

２０２１２０２０２０１９２０１８２０１７

表１５ EUによるAD措置新規発動件数の推移：全体

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。

（注）LDR適用件数には，一部の輸出者のみにLDRが適用され，他の輸出者には
LDRが適用されなかったものを含む。

＊欧州委員会の貿易救済措置に関する第４０回年次報告書（２０２１年版年次報告書）１９で
は，２０２１年に新たに発動された確定的なAD措置は１１件で，そのうちLDRの適用に
よってDMよりも低額の損害マージンによる課税となったものは３件（いずれも中
国を輸出国としたもの）と記述されているが，その他にインドから輸出される冷延
ステンレス鋼製品についても一部の輸出者に対してLDRが適用されている２０ことか
ら，ここでは４件としている。

対象貨物の製造費用の１７%以上を占める原材料に関して歪み１７が認められる

場合には，EUの利益を考慮のうえでLDRを適用しないことができること

となっている１８。

４.２ LDRの適用状況

２０１７年から２０２１年の５年間において，EUにより新たに発動された確定的
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２１ ２０２０年に確定措置が発動された中国産及びインドネシア産の熱延ステンレス鋼の

板及びコイルに関する事案では，原材料に関する歪みは認められたものの，DMで
のAD措置発動はEU域内企業のサプライチェーンに対して不釣り合いに大きな負
の影響をもたらすとみられ，EUの利益とはならないとして，LDRを適用。Commis-
sion Implementing Regulation（EU）２０２０/１４０８of６October２０２０imposing a de-
finitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty im-
posed on imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils originat-
ing in Indonesia, the People’s Republic of China and Taiwan,（OJ L３２５,７.１０.
２０２０, p.２６）.

なAD措置の件数及びLDRが適用された件数は，表１５のとおりである。２０１８

年から２０２０年の３年間は６割を超える高い割合でLDRが適用されていた

が，２０２１年におけるLDR適用率は４割を下回っている。それでも，２０１７年

から２０２１年までの５年間の合計では，新規確定措置発動事案の５割以上で

LDRが適用されている。なお，２０２１年においてLDRが適用されなかった７

件の事案は，すべて損害マージンがDMを上回ったことによりLDRの適用

条件を満たさなかったものであり，２０２１年におけるLDR適用率の低下は，

基本AD規則におけるLDR規定の２０１８年改正の影響によるものとは言えな

い。

次に，EUによるAD措置の新規発動件数の対象国・地域別の状況は表１６

のとおりである。２０１７年から２０２１年までの５年間で見ると，中国に対するAD

措置の新規発動件数が１７件で最も多く，全体（３７件）のほぼ半数を占めてい

る。また，同期間における中国に対するLDR適用率は７６.５％であり，全体

（５１.４％）よりも２５ポイントほど高くなっている。なお，基本AD規則の２０１８

年改正規定により，原材料に関して歪みがある場合には，EUの利益を考慮

のうえでLDRを適用しないことができることとなっているが，当該改正規

定が施行されてから２０２１年までの間，中国に対して当該改正規定によりLDR

の適用が否認された例はない２１。

最後に，２０１７年から２０２１年におけるEUによるAD措置の新規発動事案に

ついて，DM及び損害マージン並びにLDR適用の有無等を整理すると，（表
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１（０）１（０）サウジアラビア
１（０）１（０）トルコ
１（０）１（０）エジプト
１（０）１（０）ウクライナ
１（０）１（０）イラン
１（１）１（１）インド
１（１）１（１）トリニダード・トバゴ
１（１）１（１）ブラジル
１（１）１（１）ベラルーシ
２（０）１（０）１（０）韓国
２（０）１（０）１（０）台湾
２（１）１（０）１（１）インドネシア
２（１）１（０）１（１）米国
３（０）１（０）１（０*）１（０）ロシア
１７（１３）５（３）４（４）１（１）３（２）４（３）中国

３７（１９）１１（４）８（５）４（３）３（２）１１（５）
確定措置発動件数（LDR
適用件数）

２０１７-
２０２１

２０２１２０２０２０１９２０１８２０１７

表１６ EUによるAD措置新規発動件数の推移：発動対象国・地域別

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。

（注）LDR適用件数には，一部の輸出者のみにLDRが適用され，他の輸出者にはLDR
が適用されなかったものを含む。

＊基本AD規則の２０１８年改正規定により，原材料に関する歪みを理由としてLDR不適
用。

１７-１）から（表１７-５）のとおりである。４０％を超える高いDMが認定されて

いる輸出生産者については概ねLDRが適用されているのに対して，DMが

３０％未満の輸出生産者についてはほとんどがLDR不適用となっているが，

DMが２０％に満たない輸出生産者についてLDRが適用された事案もある。
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①No①－１５.８％①３５.２％①１９.４％ウクライナ

certain hot-rolled flat prod-
ucts of iron, non-alloy or
other alloy steel

AD
６３５

①No
②No
③No

①－１１.０％
②－３７.１％
③－１１.１％

①４４.０％
②４２.４％
③２６.１％

①３３.０％
②５.３％
③１５.０％

ロシア
①No①－１６.１％①３４.０％①１７.９％イラン

①No
②No
③Yes
④Yes

①－３.９％
②－３.９％
③５７.３％
④４８.４％

①２０.２％
②２０.２％
③１５.７％
④１７.５％

①１６.３％
②１６.３％
③７３.０％
④６５.９％

ブラジル

①Yes
②Yes

①４７.８％
②４７.８％

①１０.６％
②１０.６％

①５８.４％
②５８.４％

ベラルーシcertain concrete reinforce-
ment bars and rods

AD
６３３

①Yes
②Yes
③No
④Yes
⑤Yes
⑥Yes
⑦Yes

①１６.２％
②４８.９％
③－４.７％
④４４.７％
⑤１０.９％
⑥２８.０％
⑦４８.９％

①２９.２％
②５４.９％
③４４.６％
④４８.２％
⑤４１.４％
⑥４５.６％
⑦５４.９％

①４５.４％
②１０３.８％
③３９.９％
④９２.９％
⑤５２.３％
⑥７３.６％
⑦１０３.８％

中国certain seamless pipes and
tubes of iron（other than
cast iron）or steel（other
than stainless steel）, of cir-
cular cross section, of an
external diameter exceeding
４０６,４ mm

AD
６３２

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①４７.０％
②６０.９％
③５３.９％
④５４.９％
⑤５３.９％

①７３.１％
②６５.１％
③７３.７％
④７０.６％
⑤７３.７％

①１２０.１％
②１２６.０％
③１２７.６％
④１２５.５％
⑤１２７.６％

中国certain heavy plate of non-
alloy or other alloy steel

AD
６３１

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①６９.２％
②７７.４％
③７１.０％
④７３.２％
⑤７１.０％

①２８.１％
②１８.１％
③３５.９％
④２７.３％
⑤３５.９％

①９７.３％
②９５.５％
③１０６.９％
④１００.５％
⑤１０６.９％

中国certain hot-rolled flat prod-
ucts of iron, non-alloy or
other alloy steel

AD
６３０

①No
②No

①－２６.７％
②－２６.７％

①３７.０％
②３７.０％

①１０.３％
②１０.３％

韓国certain lightweight thermal
paper

AD
６２９

①No
②No
③No

①－
②－９９.３％
③－９７.９％

①－
②１０４.４％
③１１０.０％

①０.０％
②５.１％
③１２.１％

台湾

certain stainless steel tube
and pipe butt-welding fit-
tings, whether or not fin-
ished

AD
６２２

①No
②No
③No
④No
⑤No
⑥No

①－５６.９％
②－５７.０％
③－４５.０％
④－４５.０％
⑤－５１.２％
⑥－６２.２％

①１１２.２％
②１０５.９％
③７５.７％
④７５.７％
⑤９３.１％
⑥１２７.１％

①５５.３％
②４８.９％
③３０.７％
④３０.７％
⑤４１.９％
⑥６４.９％

中国

LDR差分
（A-B）

損害マージン
（B）

DM
（A）

対象国・
地域

対象貨物
事案
番号

表１７-１ EUによるAD措置新規発動事案（２０１７年）

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。
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①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes
⑥Yes

①５１.６３％
②２７.２４％
③４７.７１％
④３６.６９％
⑤３９.１１％
⑥５１.６３％

①５５.０７％
②２９.５６％
③３７.２９％
④２３.４１％
⑤３２.３９％
⑥５５.０７％

①１０６.７％
②５６.８％
③８５％
④６０.１％
⑤７１.５％
⑥１０６.７％

中国new and retreaded tyres for
buses or lorries

AD
６４０

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①３５.１％
②２９.０％
③２８.５％
④３２.６％
⑤３５.０％

①２７.８％
②１７.２％
③２７.９％
④２６.１％
⑤２７.９％

①６２.９％
②４６.２％
③５６.４％
④５８.７％
⑤６２.９％

中国certain corrosion resistant
steels（‘CRS’）

AD
６３９

①No
②No
③No
④No
⑤No
⑥No
⑦No

①－４８.０％
②－２１.３％
③－３４.７％
④－４９.０％
⑤－４１.２％
⑥－３９.４％
⑦－３４.７％

①６３.５％
②５２.８％
③７２.８％
④７０.３％
⑤６６.２％
⑥６４.８％
⑦７２.８％

①１５.５％
②３１.５％
③３８.１％
④２１.３％
⑤２５.０％
⑥２５.４％
⑦３８.１％

中国certain cast iron articlesAD
６３７

LDR差分
（A-B）

損害マージン
（B）

DM
（A）

対象国・
地域

対象貨物
事案
番号

表１７-２ EUによるAD措置新規発動事案（２０１８年）

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。

①Yes
②Yes

①３９.６％
②３９.６％

①１６.２％
②１６.２％

①５５.８％
②５５.８％

トリニダー
ド・トバゴ

mixtures of urea and am-
monium nitrate （‘UAN’）

AD
６４９

①No*
②No*
③No*
④No*

①０.０％*
②０.０％*
③０.０％*
④０.０％*

①３１.９％*
②２０.０％*
③２０.０％*
④３１.９％*

①３１.９％
②２０.０％
③２０.０％
④３１.９％

ロシア

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤No
⑥Yes
⑦Yes
⑧Yes
⑨Yes

①１２.９％
②８.２％
③２０.８％
④２１.０％
⑤－１４.８％
⑥１４.７％
⑦１４.７％
⑧２１.０％
⑨２１.０％

①７３.４％
②２４.６％
③１８.８％
④７９.３％
⑤６２.９％
⑥３３.４％
⑦３３.４％
⑧７９.３％
⑨７９.３％

①８６.３％
②３２.８％
③３９.６％
④１００.３％
⑤４８.１％
⑥４８.１％
⑦４８.１％
⑧１００.３％
⑨１００.３％

中国electric bicyclesAD
６４３

LDR差分
（A-B）

損害マージン
（B）

DM
（A）

対象国・
地域

対象貨物
事案
番号

表１７-３ EUによるAD措置新規発動事案（２０１９年）
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（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。

＊基本AD規則の２０１８年改正規定により，原材料価格に関する歪みを理由としてLDR
不適用。DMが損害マージンとされているが，underselling marginは，それぞれ
次のとおり：①１３.７％，②１６.３％，③１６.３％，④１６.３％２２。

①Yes
②Yes

①１３.４％
②１３.４％

①２３.９％
②２３.９％

①３７.３％
②３７.３％

米国

２２ Commission Implementing Regulation（EU）２０１９/１６８８ of８October２０１９ im-
posing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional
duty imposed on imports of mixtures of urea and ammonium nitrate originat-
ing in Russia, Trinidad and Tobago and the United States of America,（OJ L
２５８,９.１０.２０１９, p.２１）.

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes
⑥Yes
⑦Yes
⑧Yes
⑨Yes

①８７.５％
②８７.５％
③８７.５％
④８７.５％
⑤４２.５％
⑥６２.５％
⑦６９.８％
⑧６９.８％
⑨８７.５％

①１９.０％
②１９.０％
③１９.０％
④１９.０％
⑤１４.６％
⑥９.２％
⑦１７.５％
⑧１７.５％
⑨１９.０％

①１０６.５％
②１０６.５％
③１０６.５％
④１０６.５％
⑤５７.１％
⑥７１.７％
⑦８７.３％
⑧８７.３％
⑨１０６.５％

中国

certain hot rolled stainless
steel sheets and coils
（SSHR）

AD
６５８

①Yes
②Yes
③Yes

①０.４％
②０.４％
③０.４％

①１７.３％
②１７.３％
③１７.３％

①１７.７％
②１７.７％
③１７.７％

インドネシ
ア

①Yes
②No
③Yes
④Yes
⑤Yes

①４２.７％
②-４０.３％
③１３７.５％
④２２.５％
⑤１２０.３％

①７２.９％
②５７.６％
③５５.７％
④５７.９％
⑤７２.９％

①１１５.６％
②１７.３％
③１９３.２％
④８０.４％
⑤１９３.２％

中国certain polyvinyl alcohols
（‘PVA’）

AD
６５４

①No
②Yes
③Yes
④No

①－９.２％
②２７.１％
③２７.１％
④－９.２％

①１０８.９％
②３７.６％
③３７.６％
④１０８.９％

①９９.７％
②６４.７％
③６４.７％
④９９.７％

中国

certain woven and/or
stitched glass fibre fabrics
（GFF）

AD
６５３

①No
②No

①－４３.９％
②－４３.９％

①６３.９％
②６３.９％

①２０.０％
②２０.０％

エジプト

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①１９.１％
②１９.１％
③１９.１％
④１９.１％
⑤１３.７％

①５０.３％
②５０.３％
③５０.３％
④５０.３％
⑤６６.４％

①６９.４％
②６９.４％
③６９.４％
④６９.４％
⑤８０.１％

中国steel road wheelsAD
６５２

LDR差分
（A-B）

損害マージン
（B）

DM
（A）

対象国・
地域

対象貨物
事案
番号

表１７-４ EUによるAD措置新規発動事案（２０２０年）
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①No
②No

①－１.８％
②－１.８％

①１７.６％
②１７.６％

①１５.８％
②１５.８％

韓国certain heavyweight ther-
mal paper （HWTP）

AD
６５９

①No
②No
③No
④No

①－２０.１％
②－２０.１％
③－１０.９％
④－１６.７％

①２４.２％
②２４.２％
③１８.４％
④２４.２％

①４.１％
②４.１％
③７.５％
④７.５％

台湾

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。

①No
②No
③No
④No
⑤No
⑥No
⑦No

①－５３.８％
②－５３.８％
③－５３.８％
④－５３.８％
⑤－５３.８％
⑥－５３.８％
⑦－５３.８％

①６１.５％
②６１.５％
③６１.５％
④６１.５％
⑤６１.５％
⑥６１.５％
⑦６１.５％

①７.７％
②７.７％
③７.７％
④７.７％
⑤７.７％
⑥７.７％
⑦７.７％

サウジアラ
ビア

Mono Ethylene Glycol
（MEG）

AD
６７１

①No
②No
③No

①－１２.９％
②－２２.２％
③－１２.９％

①３３.１％
②３２.４％
③３３.１％

①２０.２％
②１０.２％
③２０.２％

インドネシ
ア

Stainless Steel Cold-Rolled
products（SSCR）

AD
６７０

①No
②Yes
③Yes

①０.０％
②９.８％
③９.８％

①１３.９％
②３５.３％
③３５.３％

①１３.９％
②４５.１％
③４５.１％

インド

①No
②No
③No
④No

①－１７.３％
②－２２.２％
③－２１.５％
④－１７.３％

①６１.３％
②４２.０％
③５２.７％
④６１.３％

①４４.０％
②１９.８％
③３１.２％
④４４.０％

中国Optical fibre cables（OFC）AD
６６９

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①５７.８％
②３６.４％
③２.３％
④２５.５％
⑤６３.４％

①１４.３％
②１９.１％
③２１.４％
④１９.０％
⑤２４.６％

①７２.１％
②５５.５％
③２３.７％
④４４.５％
⑤８８.０％

中国Aluminium flat-rolled prod-
ucts

AD
６６８

①No
②No
③No
④No
⑤No
⑥No

①－１２.２％
②－１６.０％
③－１５.８％
④－１４.６％
⑤－１４.６％
⑥－１３.７％

①１９.５％
②２１.０％
③２０.５％
④２０.３％
⑤２０.３％
⑥２１.０％

①７.３％
②５.０％
③４.７％
④５.７％
⑤５.７％
⑥７.３％

トルコcertain hot-rolled flat prod-
ucts of iron, non-alloy or
other alloy steel

AD
６６５

①No
②No
③No
④No
⑤No
⑥No

①－８.６％
②－８.６％
③－２７.７％
④－２７.７％
⑤－１３.０％
⑥－２４.０％

①２９.８％
②２９.８％
③５２.７％
④５２.７％
⑤３５.１％
⑥５６.１％

①２１.２％
②２１.２％
③２５.０％
④２５.０％
⑤２２.１％
⑥３２.１％

中国Aluminium extrusionsAD
６６４

LDR差分
（A-B）

損害マージン
（B）

DM
（A）

対象国・
地域

対象貨物
事案
番号

表１７-５ EUによるAD措置新規発動事案（２０２１年）
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①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①１２０.３％
②４２.５％
③４６.３％
④７２.０％
⑤１２５.０％

①７.５％
②７.２％
③１４.４％
④１１.２％
⑤１９.２％

①１２７.８％
②４９.７％
③６０.７％
④８３.２％
⑤１４４.２％

中国Steel wind towersAD
６７４

①Yes
②Yes
③Yes
④Yes
⑤Yes

①５３.０％
②０.７％
③７３.８％
④４６.０％
⑤７０.０％

①２８.５％
②１５.４％
③２４.７％
④２３.６％
⑤２８.５％

①８１.５％
②１６.１％
③９８.５％
④６９.６％
⑤９８.５％

中国Aluminium converter foilAD
６７３

①No
②No
③No
④No
⑤No

①－１７.８％
②－２８.０８％
③－４２.５％
④－２５.０５％
⑤－４２.５％

①３２.２％
②４３.８％
③５８.３％
④３９.９％
⑤５８.３％

①１４.４０％
②１５.７２％
③１５.８０％
④１４.８５％
⑤１５.８０％

ロシアBirch PlywoodAD
６７２

①No
②No
③No
④No

①－３６.６％
②－３２.２％
③－３６.６％
④－４９.３％

①３９.６％
②７８.９％
③４６.９％
④１０９.４％

①３.０％
②４６.７％
③１０.３％
④６０.１％

米国

（出所）WTO,“Anti-dumping Measures by Reporting Member０１/０１/１９９５-３０/０６/
２０２２”及び各確定措置発動事案に係る欧州委員会実施規則を基に著者作成。

５．日本への示唆～結語に代えて～

EUにおけるLDR適用状況に鑑みると，日本においてもLDR適用対象と

なる事案が潜在的に存在していると考えられる。表９のとおり１９９５年から

２０２１年までの期間における日本のAD措置新規発動件数は１５件であるが，

LDR適用割合がEUと同様に５割であれば７件ないし８件，より少ない３

割としても４件ないし５件のAD措置発動事例においてLDRが適用されて

いてもおかしくはない。

日本の場合，AD措置の適用対象国が中国と韓国にほぼ限定されていると

いう特殊性が認められるが，EUにおいても中国がAD措置の主たる適用対

象国であることに変わりはないこと，また，EUの中国に対するLDR適用

割合はAD措置対象国・地域全体に対するLDR適用割合よりも高いことに

鑑みると，当該特殊性は日本における潜在的なLDR適用対象事案の存在を

否定するものとはならないと考えられる。
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①１４.５％南アフリカ

電解二酸化マンガン４２００８

①３４.３％*
②４６.５％*

中国*
①１４.０％スペイン

①２９.３％豪州

①１０.３％台湾

ポリエステル短繊維２２００２ ①６.０％
②１３.５％

韓国

①５.９％
②３.９％
③３.８％
④７.０％
⑤３.６％
⑥２.１％
⑦７.９％
⑧３.３％
⑨２.４％
⑩９.９％

パキスタン二十番手等カード綿糸１１９９５

発動税率（DM）２３対象国・地域対象貨物件数年

表１８ 日本によるAD措置新規発動事案（１９９５年～２０２２年）

２３ 脚注１１のとおり，日本の調査報告書に記載されているDMは輸出価格を分母とし
て算出され，発動税率は輸入価格（CIF価格）を分母として算出されているが，EU
では輸入価格（CIF価格）を分母としてDMを算出している。

LDRは，その性質上，DMが高いほど適用されやすく，DMが低いほど不

適用となりやすい。１９９５年から２０２２年における日本によるAD措置の新規発

動事案の発動税率は表１８のとおりであり，初期の２事案はDMが低くLDR

適用対象であったとは考えづらいが，２００８年発動の電解二酸化マンガン事案

（中国産のもの）から２０２１年発動の炭酸二カリウム事案までの事案について

は，輸入価格（CIF価格）をベースとしたDMが３０％を超えており，潜在的

なLDR適用対象事案に該当するであろう。特に，DMが４０％を超えている

ものについては，LDR適用対象となるべき事案（国内産業の保護・救済が

過大となっている事案）である可能性が高いと考えられる。
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（出所）各発動政令を基に著者作成。*印は２０２２年１２月現在，発動継続中のもの。

①２６.５％*
②４１.７％*

中国*

溶融亜鉛めっき鉄線２２０２２ ①９.８％*
②２４.５％*

韓国*
①３０.８％*韓国*炭酸二カリウム１２０２１

①３７.２％*中国*トリス（クロロプロピル）
ホスフェート

１２０２０

①５７.３％*中国*

炭素鋼製突合せ溶接式継手２２０１８ ①４１.８％*
②６９.２％*

韓国*

①３９.８％*
②３９.８％*
③３９.８％*
④３９.８％*
⑤５１.０％*
⑥５１.４％*
⑦３９.８％*
⑧５３.０％*

中国*高重合度ポリエチレンテレ
フタレート

１２０１７

①７３.７％*中国*
水酸化カリウム２２０１６ ①４９.５％*韓国*

①６９.４％中国トルエンジイソシアナート１２０１５

WTOにおけるAD協定の改正に向けた議論は再開の見通しが立っていな

いが，日本はAD措置の被発動件数が発動件数を大きく上回っている状況で

あることに変化はないところ，今後も引き続きADフレンズの主要メンバー

として，LDR適用の義務化を含むAD措置に対する規律強化に資する主張・

提案を行っていくことが国益に適うと考えられる。

しかしながら，日本の現行国内法令においてLDRの適用は任意となって

おり，運用実務においてLDRが適用された事例は存在しない。そもそもLDR

の適用対象となる事案がなかったのであれば，国際場裡における主張と国内

実務との間に齟齬があるとは必ずしも言えないが，EUにおけるLDRの適

用実績に鑑みると，日本においてもLDRの適用対象となりうる事案は存在
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Parliament and the Council on the EU’s Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safe-
guard activities and the Use of Trade Defence Instruments by Third Countries tar-
geting the EU in２０２１”, COM（２０２２）４７０final,１９.９.２０２２.

Negotiating Group on Rules（２００８）,“Lesser Duty Rule, Communication from Brazil;
Chile; Colombia; Costa Rica; Hong Kong, China; Israel; Japan; Korea, Rep. of;
Norway; Singapore; Switzerland; the Separate Customs Territory of Taiwan,
Penghu, Kinmen and Matsu; and Thailand”, TN/RL/W/２２４,１２March２００８.

Negotiating Group on Rules（２０１１）,“Communication from the Chairman”, TN/RL/W/
２５４,２１April２０１１.

していたと考えられる。

AD措置は，損害を受けている国内産業を保護・救済するための正当な政

策手段ではあるが，国内産業の保護・救済に必要な水準を超えた発動は，対

象貨物の産業上の使用者及び最終消費者に過度な負担を強いることによって

国内産業に過大な保護・救済を与えることになり，正当なものとは言えず，

国益にも合致しないであろう。

国際場裡における主張と国内実務との間の整合性を確保するとともに，国

としての総合的な利益を実現するために，日本は，調査結果報告書において

DMだけでなく損害マージンも明記し，LDRの適用対象となる事案である

か否かを明らかにしたうえで，LDR適用対象事案についてはLDRを適用し

てAD措置を発動していくことが望まれる。
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出所資料

日本のAD措置発動政令
平成７年政令第３０８号「二十番手等カード綿糸に対して課する不当廉売関税に関する政令」

平成１４年政令第２６２号「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令」

平成２０年政令第１９６号「電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する

政令」

平成２０年政令第２６７号「電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する

政令の一部を改正する政令」

平成２６年政令第４１５号「トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に

関する政令」

平成２７年政令第２１５号「トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に

関する政令の一部を改正する政令」

平成２８年政令第１９６号「水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政

令」

平成２８年政令第２７８号「水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

の一部を改正する政令」

平成２９年政令第２３４号「高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当

廉売関税に関する政令」

平成２９年政令第３２３号「高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当

廉売関税に関する政令の一部を改正する政令」

平成２９年政令第３２４号「炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に

関する政令」

平成３０年政令第１２１号「炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に

関する政令の一部を改正する政令」

令和２年政令第２０８号「トリス（クロロプロピル）ホスフェートに対して課する暫定的な不

当廉売関税に関する政令」

令和２年政令第２７９号「トリス（クロロプロピル）ホスフェートに対して課する暫定的な不

当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令」

令和３年政令第６５号「炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令」

令和３年政令第１７７号「炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令

の一部を改正する政令」

令和４年政令第３７２号「溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令」

EUのAD措置実施規則
Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/１４１of２６January２０１７ imposing de-
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finitive anti-dumping duties on imports of certain stainless steel tube and pipe
butt- welding fittings, whether or not finished, originating in the People’s Republic
of China and Taiwan,（OJ L２２,２７.１.２０１７, p.１４）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/３３６ of２７February２０１７ imposing a
definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty im-
posed on imports of certain heavy plate of non-alloy or other alloy steel originating
in the People’s Republic of China,（OJ L５０,２８.２.２０１７, p.１８）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/６４９of５April２０１７imposing a defini-
tive anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-
alloy or other alloy steel originating in the People's Republic of China,（OJ L９２,６.
４.２０１７, p.６８）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/７６３of２May２０１７ imposing a defini-
tive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on
imports of certain lightweight thermal paper originating in the Republic of Korea,
（OJ L１１４,３.５.２０１７, p.３）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/８０４of１１May２０１７imposing a defini-
tive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron
（other than cast iron）or steel（other than stainless steel）, of circular cross-section,
of an external diameter exceeding４０６,４mm, originating in the People’s Republic
of China,（OJ L１２１,１２.５.２０１７, p.３）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/１０１９of１６June２０１７imposing a defini-
tive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on
imports of certain concrete reinforcement bars and rods originating in the Republic
of Belarus,（OJ L１５５,１７.６.２０１７, p.６）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１７/１７９５of５October２０１７imposing a de-
finitive anti-dumping duty on imports of certain hot-rolled flat products of iron,
non-alloy or other alloy steel originating in Brazil, Iran, Russia and Ukraine and
terminating the investigation on imports of certain hot-rolled flat products of iron,
non-alloy or other alloy steel originating in Serbia,（OJ L２５８,６.１０.２０１７, p.２４.）

Commission Implementing Regulation（EU）２０１８/１４０of２９January２０１８imposing a de-
finitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed
on imports of certain cast iron articles originating in the People’s Republic of
China and terminating the investigation on imports of certain cast iron articles
originating in India,（OJ L２５,３０.１.２０１８, p.６.）

Commission Implementing Regulation（EU）２０１８/１８６of７February２０１８imposing a de-
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finitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed
on imports of certain corrosion resistant steels originating in the People’s Republic
of China,（OJ L３４,８.２.２０１８, p.１６.）

Commission Implementing Regulation（EU）２０１８/１５７９of１８October２０１８imposing a de-
finitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed
on imports of certain pneumatic tyres, new or retreaded, of rubber, of a kind used
for buses or lorries, with a load index exceeding１２１originating in the People’s Re-
public of China and repealing Implementing Regulation（EU）２０１８/１６３,（OJ L２６３,
２２.１０.２０１８, p.３.）

Commission Implementing Regulation（EU）２０１９/７３of１７January２０１９imposing a de-
finitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed
on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China,（OJ L
１６,１８.１.２０１９, p.１０８）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０１９/１６８８of８October２０１９imposing a de-
finitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed
on imports of mixtures of urea and ammonium nitrate originating in Russia, Trini-
dad and Tobago and the United States of America,（OJ L２５８,９.１０.２０１９, p.２１）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２０/３５３of３March２０２０imposing a defini-
tive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on
imports of steel road wheels originating in the People’s Republic of China,（OJ L
６５,４.３.２０２０, p.９）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２０/４９２of１April２０２０imposing definitive
anti-dumping duties on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics
originating in the People’s Republic of China and Egypt,（OJ L１０８,６.４.２０２０, p.１）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２０/１３３６ of２５September２０２０ imposing
definitive anti-dumping duties on imports of certain polyvinyl alcohols originating
in the People’s Republic of China,（OJ L３１５,２９.９.２０２０, p.１）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２０/１４０８of６October２０２０imposing a de-
finitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed
on imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils originating in Indo-
nesia, the People’s Republic of China and Taiwan,（OJ L３２５,７.１０.２０２０, p.２６）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２０/１５２４of１９October２０２０imposing a de-
finitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed
on imports of certain heavyweight thermal paper originating in the Republic of
Korea,（OJ L３４６,２０.１０.２０２０, p.１９）.
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Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/５４６of２９March２０２１ imposing a de-
finitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed
on imports of aluminium extrusions originating in the People’s Republic of China,
（OJ L１０９,３０.３.２０２１, p.１）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/１１００of５July２０２１imposing a defini-
tive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on
imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel
originating in Turkey,（OJ L２３８,６.７.２０２１, p.３２）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/１７８４of８October２０２１imposing a de-
finitive anti-dumping duty on imports of aluminium flat-rolled products originat-
ing in the People’s Republic of China,（OJ L３５９,１１.１０.２０２１, p.６）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/１９３０of８November２０２１ imposing a
definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty im-
posed on imports of birch plywood originating in Russia,（OJ L３９４,９.１１.２０２１, p.
７）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/１９７６ of１２November２０２１ imposing
a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty im-
posed on imports of mono ethylene glycol originating in the United States of
America and the Kingdom of Saudi Arabia,（OJ L４０２,１５.１１.２０２１, p.１７）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/２０１１ of１７November２０２１ imposing
a definitive anti-dumping duty on imports of optical fibre cables originating in the
People’s Republic of China,（OJ L４１０,１８.１１.２０２１, p.５１）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/２０１２ of１７November２０２１ imposing
a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty im-
posed on imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in India
and Indonesia,（OJ L４１０,１８.１１.２０２１, p.１５３）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/２１７０of７December２０２１ imposing a
definitive anti-dumping duty on imports of aluminium converter foil originating in
the People’s Republic of China,（OJ L４３８,８.１２.２０２１, p.４６）.

Commission Implementing Regulation（EU）２０２１/２２３９of１５December２０２１imposing a
definitive anti-dumping duty on imports of certain utility scale steel wind towers
originating in the People’s Republic of China,（OJ L４５０,１６.１２.２０２１, p.５９）.


